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☆☆  新型コロナウイルス感染症ニュース 第 122 号 2022.6.6  ☆☆ 

 

大型連休後に懸念された新型コロナウイルス感染症患者さんの増加も医療危機に陥るほどではなく、最

近は減少傾向がみられているようです。ワクチンの 4 回目接種、組み換えタンパクワクチンの接種も始ま

り、今後の感染症鎮静化も期待いたします。 

 

ノババックスワクチンについて 

 テレビニュースなどでも副反応、発熱が少ない可能性など取り上げられておりますが、組み換えタンパ

クワクチンで、これまでのファイザー社製、モデルナ社製のような mRNA ワクチンではありません。対象

は 18 歳以上の希望者で、初回接種および追加接種（3回目まで）のみに使用され、現時点では 4回目の接

種には使用できません。 

 本日、仙台市医師会より Zoom（ｳｪﾋﾞﾅｰ）を用いた完全オンライン形式で講演会を開催いたします。（当

日の質疑応答はできません）。事前申し込みは不要ですが、同時接続 500 名が上限となります。  

日時：令和 4年 6月 6日（月）午後 7時～ 

１．川崎医科大学小児科学、中野貴司教授による「新たに使われる新型コロナ組換えタンパクワクチン、

mRNAワクチン 4回目接種について」 

２．仙台市・武田薬品工業(株)より、「新型コロナワクチン（ノババックス）の配送・取扱い方法等の説明」 

この講演会は、コロナワクチン接種医としての登録条件ではありません。講演会の動画は、後日、仙台

市医師会ホームページにアップされます。  

 

4回目接種について 

 4 回目接種が始まりましたが、特に大きな混乱は見られず順調なスタートです。今後、高齢者を中心に

接種希望者の増加が見込まれ、これまでの接種実績から、接種は 7月がピークとなる見込みです。 

接種対象者は「60 歳以上の者」と「18 歳以上 60 歳未満で基礎疾患を有する者」「その他重症化リスク

が高いと医師が認める者」です。重症化リスクの判断については、仙台市新型コロナウイルスワクチン接

種推進室から医師会事務局を通じてお送りしている「新型コロナウイルスワクチン 医療機関向け接種マ

ニュアル (第 2.0 版) 」や、厚生労働省からの医療機関向け資料として「新型コロナウイルス感染症に係

る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き（8.0 版）」のほか、厚生労働省の Q&Aなどをご確認くださ

い。 

各接種医療機関では接種時に「接種対象者に該当するか」「前回の接種後 5か月が経過しているか」の

確認をお願いいたします。ご注意ください。 

 

高齢者施設等入所者へワクチン 4回目接種について（R4.5.30） 

 特養や老健、障害者支援施設等に対し、施設入所者への 4 回目接種について案内が送付されました。 

入所者への接種は、3 回目の接種時期から想定すると、最短でも 6 月中旬以降の開始になると思われ、各

施設から医療機関への巡回接種の依頼があると思われます。 

引き続きのご協力をいただきますようお願いいたします。 

 

宮城県感染症外来協力医療機関設備整備事業費補助金について 

宮城県疾病・感染症対策課から、帰国者・接触者外来、診療・検査医療機関に指定された医療機関を対

象とする補助事業についてのお知らせです。 

令和４年４月 1 日以降に購入済または令和４年９月３０日までに納品・支払が完了する下記設備等の備
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品購入費（リース契約も可）が対象となります。 

・HEPA フィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能な物に限る） 

・HEPA フィルター付きパーティション 

・個人防護具（マスク・ゴーグル・ガウン・グローブ・キャップ・フェイスシールド） 

・簡易ベッド 

・簡易診療室及び付帯する備品 

 詳細は各医療機関宛に送られているメールをご参照、または宮城県疾病・感染症対策課へお問い合わせ

をお願いいたします（申請締切：令和４年６月３０日（木））。 

 

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る労災請求についての周知依頼等について(R4.5.12) 

厚生労働省労働基準局補償課長より、取り扱いが示されました。当該感染症に罹患した一部の被災者は、

感染症が消失した後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神症状等に係る症状（以下、「罹患後症状」と

いう）がみられる場合があることから、従前より罹患後症状についても労災保険給付の対象とされており 

ます。このたび「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント（第１版）」が

取りまとめられ、罹患後症状の労災補償における取扱いが明確に示されました。 

１．罹患後症状に係る労災請求についての周知依頼等について 

２．厚生労働省ホームページ掲載の Q＆A及びリーフレットの周知のお願いについて 

（参考）新型コロナウイルス感染症診療の手引き  別冊罹患後症状のマネジメント（第１版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000935241.pdf  

 

マニュアル、手引きの改訂と公表について 

これまでお知らせしました、ノババックスワクチンの使用認可、2 回目と 3 回目のワクチン接種間隔の

短縮などを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」「予

防接種法施行令の一部を改正する政令」及び「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正す

る省令」の公布、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」の一部改正がなさ

れました。 

 

ニュース部、ワクチン担当チームより （122号担当 福壽岳雄） 

 このまま新型コロナウイルス感染症の拡大が沈静化し、平穏な社会活動が取り戻せることを願ってやみ

ません。 

 

仙台市医師会へのご意見・ご質問等は FAX、メールでお願いいたします。 

 FAX：022-267-5193 メール：sen-ishi@sendai.miyagi.med.or.jp 

https://www.mhlw.go.jp/content/000935241.pdf
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